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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成22年12月2日(2010.12.2)

【公開番号】特開2010-26956(P2010-26956A)
【公開日】平成22年2月4日(2010.2.4)
【年通号数】公開・登録公報2010-005
【出願番号】特願2008-190410(P2008-190410)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/00     (2006.01)
   Ｇ０８Ｂ  25/04     (2006.01)
   Ｇ０７Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １２２Ｃ
   Ｇ０８Ｂ  25/04    　　　Ｆ
   Ｇ０７Ｃ   9/00    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｍ  11/00    ３０１　

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月14日(2010.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の建物に設けられ、それぞれの建物内の設備機器を制御する設備制御装置と、
　この設備制御装置と通信ネットワークにより接続された遠隔設備管理センタと、
　を含む建物設備遠隔管理システムにおいて、
　遠隔設備管理センタは、
　建物内の設備機器の配置及び稼働状況に関する情報を記憶する設備情報記憶手段と、
　複数の建物を使用する使用者に関する個人情報を記憶する個人情報記憶手段と、
　建物の出入口に設けられた個人認証装置が検知した入退室者情報を受信して使用者の個
人認証を行い、使用者が所在する建物を把握する所在建物把握手段と、
　各建物の設備制御装置に対して制御指令を発信する制御指令発信手段と、
　を備え、
　制御指令発信手段は、所在建物把握手段により使用者の所在が把握された建物について
、使用者のその建物での所在期間に亘り、個人情報記憶手段に記憶された個人情報に基づ
き設備情報記憶手段が記憶するその建物の設備機器に対する制御指令を判断して発信する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　個人情報記憶手段には、各使用者がそれぞれ使用する建物が予め登録され、
　所在建物把握手段は、登録された建物に対して使用者の個人認証を行い、
　制御指令発信手段は、登録された建物に対してその建物の設備機器に対する制御指令を
判断する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　個人情報記憶手段には、各使用者がそれぞれ使用する建物の予約が申告され、
　所在建物把握手段は、予約が申告された建物に対して使用者の個人認証を行い、
　制御指令発信手段は、予約が申告された建物に対してその建物の設備機器に対する制御
指令を判断する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　個人情報記憶手段には、予め使用者の個人認証用の顔画像が登録され、
　所在建物把握手段は、建物の入退室口に設けられた監視カメラが撮影した入退室者の顔
画像と、個人情報記憶手段に登録された使用者の顔画像とを照合して使用者の個人認証を
行い、使用者のその建物での所在を把握する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　遠隔設備管理センタは、
　建物の種別ごとに設定された複数の制御指令項目を記憶する制御指令項目記憶部
　を備え、
　制御指令発信手段は、個人情報記憶手段に登録された建物の種別ごとに制御指令項目記
憶部に記憶された制御指令項目を選択して発信する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　個人情報記憶手段には、各使用者がそれぞれ使用を希望する建物の設備機器の制御指令
項目が制御指令項目記憶部から選択されて登録され、
　制御指令発信手段は、選択された設備機器に対する制御指令項目に対して制御指令を判
断する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれか１に記載の建物設備遠隔管理システムであって、
　遠隔設備管理センタはＡＳＰサーバを備え、
　ＡＳＰサーバは、各使用者が所有する端末機から発信された使用する建物の登録、使用
する建物の予約、使用を希望する建物の設備機器に対する制御指令の項目、及び個人認証
用の顔画像を受信して個人情報記憶手段に登録する
　ことを特徴とする建物設備遠隔管理システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係る建物設備遠隔管理システムは、複数の建物に設
けられ、それぞれの建物内の設備機器を制御する設備制御装置と、この設備制御装置と通
信ネットワークにより接続された遠隔設備管理センタと、を含む建物設備遠隔管理システ
ムにおいて、遠隔設備管理センタは、建物内の設備機器の配置及び稼働状況に関する情報
を記憶する設備情報記憶手段と、複数の建物を使用する使用者に関する個人情報を記憶す
る個人情報記憶手段と、建物の出入口に設けられた個人認証装置が検知した入退室者情報
を受信して使用者の個人認証を行い、使用者が所在する建物を把握する所在建物把握手段
と、各建物の設備制御装置に対して制御指令を発信する制御指令発信手段と、を備え、制
御指令発信手段は、所在建物把握手段により使用者の所在が把握された建物について、使
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用者のその建物での所在期間に亘り、個人情報記憶手段に記憶された個人情報に基づき設
備情報記憶手段が記憶するその建物の設備機器に対する制御指令を判断して発信すること
を特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、建物設備遠隔管理システムは、個人情報記憶手段には、各使用者がそれぞれ使用
する建物の予約が申告され、所在建物把握手段が、予約が申告された建物に対して使用者
の個人認証を行い、制御指令発信手段が、予約が申告された建物に対してその建物の設備
機器に対する制御指令を判断することが好ましい。これにより、使用者が登録していない
他のネットワークされた建物を一時的に使用する場合でも、予約することでその建物での
本設備サービスを受けることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、建物設備遠隔管理システムは、遠隔設備管理センタは、建物の種別ごとに設定さ
れた複数の制御指令項目を記憶する制御指令項目記憶部を備え、制御指令発信手段が、個
人情報記憶手段に登録された建物の種別ごとに制御指令項目記憶部に記憶された制御指令
項目を選択して発信することが好ましい。これにより、例えば、マンションなどの住宅施
設、オフィスビル、商業施設などのように設備サービスの態様の異なる建物種別ごとに制
御指令を変えることで、設備サービスのきめ細かい対応ができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、建物設備遠隔管理システムは、個人情報記憶手段には、各使用者がそれぞれ使用
を希望する建物の設備機器の制御指令項目が制御指令項目記憶部から選択されて登録され
、制御指令発信手段が、選択された設備機器に対する制御指令項目に対して制御指令を判
断することが好ましい。これにより、使用者は、本設備サービスの項目を各自で選択でき
、設備サービスのきめ細かい対応ができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　さらに、建物設備遠隔管理システムは、遠隔設備管理センタがＡＳＰサーバを備え、Ａ
ＳＰサーバが、各使用者が所有する端末機から発信された使用する建物の登録、使用する
建物の予約、使用を希望する建物の設備機器に対する制御指令の項目、及び個人認証用の
顔画像を受信して個人情報記憶手段に登録することが好ましい。これにより、使用者は、
個人で使用する端末機から簡易に登録、予約などを行うことができる。
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